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第27回定時株主総会決議ご通知

記

拝啓  平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　さて、本日開催の当社第27回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されまし
たので、ご通知申しあげます。
　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　敬　具

報告事項

決議事項

<会社提案（第1号議案及び第2号議案）  >
　第1号議案

　第2号議案

<株主提案（第3号議案及び第4号議案） >
　第3号議案

　第4号議案

1．第27期                      　　　事業報告、連結計算書類及び計算書類報告の件
　本件は、上記事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容を報告いたしま
した。

2．会計監査人及び監査役会の第27期連結計算書類監査結果報告の件
　　本件は、上記監査結果の内容を報告いたしました。

　
　剰余金の処分の件
　本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき60円と決定い
たしました。
　取締役14名選任の件
　本件は、原案どおり、取締役に佐々木隆之、石川正、佐藤友美子、村山裕三、
齊藤紀彦、宮原秀夫、真鍋精志、山本章義、矢吹靜、来島達夫、堀坂明弘、
長谷川一明及び吉江則彦の13氏が再選され、二階堂暢俊氏が新たに選任され、
それぞれ就任いたしました。
　なお、石川正、佐藤友美子、村山裕三、齊藤紀彦及び宮原秀夫の5氏は、会
社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

定款一部変更の件（役員報酬の個別開示）
　本件は、否決されました。
定款一部変更の件（子会社の完全子会社化時の評価書内容の開示）
　　本件は、否決されました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上

（　　　　　　　　 ）平成２５年４月１日から
平成２６年３月３１日まで
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平成26年6月24日

大阪市北区芝田二丁目4番2 4号
西日本旅客鉄道株式会社

 真　鍋　精　志代表取締役社長



付　記

　本総会終了後開催された取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役の選定が
なされ、それぞれ就任いたしました。

　　　　　　取締役会長　　　　　　　　　　　　佐々木　隆　之
　　　　　　代表取締役社長　　　　　　　　　　真　鍋　精　志
　　　　　　代表取締役副社長　　　　　　　　　山　本　章　義　
　　　　　　代表取締役副社長　　　　　　　　　矢　吹　　　靜
　　　　　　代表取締役副社長　　　　　　　　　来　島　達　夫

2

第27期期末配当金のお支払いについて 
1 .　期末配当金は、同封の「第27期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、お近
くの「ゆうちょ銀行全国本支店及び出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）」で、平成26年
6月25日から平成26年7月31日までの間にお受け取りください。

2 .　金融機関に振込先をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株
式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法につ
いて」を同封いたしましたので、ご確認くださいますようお願い申しあげます。（株式数比
例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関
（証券会社）へお問い合わせください。）

3 .　同封しております「配当金計算書」は、株主様が確定申告をする際の添付資料としてご使
用いただくことができます。（株式数比例配分方式を選択されている場合は、お取引の口座
管理機関（証券会社）へお問い合わせください。）

※上場株式配当等の支払いに関する通知書について
　租税特別措置法により、当社がお支払いする配当金について、配当金額や徴収税額等を記載
した「支払通知書」を株主様宛にお送りすることとなっております。（同封の「配当金計算
書」が、「支払通知書」を兼ねることになります。）

※上場株式配当等に係る軽減税率の廃止等について
　平成26年1月1日から上場株式配当等に係る軽減税率（所得税7％、住民税3％）は廃止され、
本来の税率（所得税15％、住民税5％）となりました。また、平成25年1月1日から平成49年12
月31日までの間は「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保
に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）により、その所得税額に対して2.1％が「復興
特別所得税」として課税されております。


